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長沼町議会議長  駒 谷 広 栄  様 



地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

 地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、環境対

策、地域交通の維持など、その果たす役割が拡大していることに加

え、人口減少問題への対応など、新たな政策課題に直面しており、

こうした課題に適切に対応していくためには、地域の財政需要を的

確に見積もり、これらに見合う地方交付税及び一般財源総額を確保

することが極めて重要であります。 

 こうした状況の中、本年６月２日に閣議決定した「経済財政運営

と改革の基本方針２０１６」においては、平成３２年度の財政健全

化目標の達成に向け、経済・財政一体改革が推進されています。 

 地方自治体が、今後も質の高い公共サービスを維持するためには、

実態に見合った歳出・歳入を的確に見積もり、国と地方自治体の十

分な協議を保障したうえで、地方財政計画、地方税、地方交付税の

あり方を決定する必要があります。 

 よって、国においては、公共サービスの質の確保と地方自治体の

安定的な行財政運営を実現するため、平成２９年度の地方財政計画、

地方交付税及び一般財源総額の拡大に向けて、次の事項について適

切な措置を講ずるよう強く要望します。 

 

記 

 

１ 社会保障、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大

する地方自治体の財政需要を的確に把握するとともに、地方の安

定的な財政運営に必要となる一般財源の総額を確保すること。 

２ 子ども・子育て支援新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケ

アシステム、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険

制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確

保するための社会保障関係予算の確保及び所要の地方財政措置を

講じること。 



３ 地方交付税による「トップランナー方式」による算定により地

方自治体の行財政運営に支障が生じないよう、地方交付税の財源

保障機能を適切に働かせ、住民生活の安全・安心を確保すること

を前提にするとともに、人口規模の違いなど地域の実情を踏まえ

たものとすること。 

４ 地域間の財源偏在性の是正のため、引き続き税源の偏在が小さ

く税収が安定的な地方税体系の構築に取り組むとともに、各種税

制の廃止、減税を検討する際には、地方財政の運営に影響を与え

ないよう代替財源を確保すること。 

５ 地方交付税の財政調整機能の強化を図るため、留保財源率を見

直すこと。また、人口減少が地域間のさらなる財政力格差の拡大

を招かないよう、地方交付税の算定方法について、面積的要素の

拡充や、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講

じること。 

 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２８年９月２１日 

 

 

長沼町議会議長  駒 谷 広 栄 
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